
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

産業用搬送ベルトコンベア 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、屋内で使用される物品搬送用のベルトコンベアであり、主として、組

立・検査・梱包ラインや工程間の搬送に単体で、又は複数組み合わされて用いられ

る。 

脚については、キャスター付の脚を標準装備するもの、オプションでセンタ脚、

固定脚、キャスター脚等を選択するもの、固定脚のみ取り付け可能なものがある。

また、脚を使用せずに機械装置に取り付けて使用するものもある。 

いずれの機種においても、非防水構造のものと食品・水産加工場向けの防水構造

のものがある。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ベルト幅：約５０～６００㎜、長さ：０.３～２７ｍ、の各種あり。 

 定  格：１００Ｖ又は２００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力各種 

 

○主な使用者、販売先 

製造工場、流通倉庫、水産加工場等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 ①固定脚以外の脚を取り付けて使用されるもの： 

特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「ベルトコンベア」と

して取り扱う。 

②固定脚を取り付け、又は機械装置に取り付けられて使用されるもの： 

電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 固定脚を取り付け又は機械装置に取り付けられて使用されるものは、可搬型でな

いことから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。これら以外は、可搬型

であることから、「ベルトコンベア」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 なお、「ベルトコンベア」にあっては、用途にかかわらず、「注水絶縁性能試験」

が必要である。 

 

 


